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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
八
）

　
　
　

二　
「
南
越
雑
話
」
中
巻
―
翻
刻
と
現
代
語
訳
―
（
承
前
）

　
　
　

中
巻
―
第
四
七
話

一
厚
木
才
兵
衛
ハ
馬
廻
ノ
士
ナ
リ
シ
ガ
、
至
テ
小
兵
也
、
其
頃
ノ
馬
廻
ノ
士
タ

ル
ヤ
、
武
芸
ニ
達
ス
ル
者
カ
、
左
ナ
ク
ト
モ
大
兵
、
壮ソ

ウ
リ
キ力

ノ
士
ヲ
撰
ハ
ル
、

然
ル
ニ
才
兵
衛
至
テ
小
兵
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
同
士
折
ニ
フ
レ
テ
是
ヲ
嘲テ

ウ
ロ
ウ哢

ス
、

才
兵
衛
無
念
ニ
思
フ
ト
云
へ
ト
モ
、
其
党
多
キ
ヲ
以
テ
為セ

ン
方
ナ
シ
、
或
時
、

吉
邦
公
近
習
ノ
侍
ニ
ノ
玉
ハ
ク
、
才
兵
衛
ハ
小
兵
ナ
リ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
大
兵

ニ
モ
勝マ

サ

ル
器
量
ア
ル
者
ナ
リ
ト
、
皆
是
ヲ
伝
ヱ
聞
テ
、
其
後
才
兵
衛
ヲ
侮ア

ナ
ド

ラ

ズ
、
才
兵
衛
モ
是
ヲ
聞
テ
、
恩オ

ン
ゲ
ン言

心シ
ン
コ
ン魂

ニ
徹
シ
テ
悦
伏フ

ク

ス
、
行キ

ヤ
ウ

住ジ
ウ

座サ

ガ臥
忘
レ

ズ
、
数
年
ニ
シ
テ
、
吉
邦
公
逝
去
シ
玉
フ
、
才
兵
衛
五
十
日
カ
間
、
闕
事
ナ

ク
廟
参
シ
、
五
十
日
ニ
当
ル
日
、
自
殺
シ
テ
死
ス
、
ア
ヽ
吉
邦
公
人
ヲ
遣
ウ

ノ
明
智
、
才
兵
衛
又
、
能
恩
ヲ
知
ル
者
也
、
君
ガ
一
日
ノ
恩
ニ
ヨ
ツ
テ
、
妾

ガ
百
年
ノ
身
ヲ
忘
ル
ヽ
ト
ヤ
ラ
ン
、
唐モ

ロ
コ
シ土

ノ
人
ノ
云
シ
モ
如
此
事
ニ
ヤ

［
注
釈
］

　

○
厚
木
才
兵
衛
…
諱
は
元
真
。
一
七
〇
〇
年
（「
越
藩
史
略
」
に
「
年
二
十
三
」
と
あ
る

た
め
）
〜
一
七
二
二
年
正
月
二
二
日
（
松
平
文
庫
二
〇
四
号
「
明
君
言
動
録
」）。
厚
木

才
兵
衛
は
秀
康
の
結
城
時
代
か
ら
代
々
仕
え
、
元
真
で
七
代
目
。
父
は
厚
木
才
兵
衛
知

英
（「
諸
士
先
祖
之
記
」「
吉
品
給
帳
」「
越
藩
史
略
」
で
は
元
易
だ
が
、「
明
君
言
動
録
」

は
元
易
を
誤
り
と
指
摘
）、
一
五
〇
石
目
付
。
元
真
は
二
五
石
五
人
扶
持
。
手
廻
（「
諸

士
先
祖
之
記
」「
吉
邦
給
帳
」。
同
じ
逸
話
が「
国
事
叢
記
」「
続
片
聾
記
」「
越
藩
史
略
」『
越

前
人
物
志
』「
明
君
言
動
録
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
○
嘲
哢
…
愚
弄
す
る
こ
と
。
○
近

習
ノ
侍
ニ
…
吉
邦
は
「
鷹
野
で
元
真
を
呼
び
」（「
明
君
言
動
録
」）
本
人
に
告
げ
た
と
さ

れ
る
。
○
恩
言
…
目
上
の
者
か
ら
の
あ
り
が
た
い
言
葉
。
○
心
魂
ニ
徹
シ
…
心
に
深
く

響
く
。
○
行
住
座
臥
…
日
常
の
行
動
の
こ
と
か
ら
、
普
段
の
意
。
○
吉
邦
公
逝
去
…
享

保
六
年
（
一
七
二
一
）
一
二
月
三
日
子
中
刻
（「
越
藩
史
略
」）。
○
廟
…
運
正
寺
に
あ
っ

た
。
○
五
十
日
…
他
の
逸
話
で
は
「
四
十
九
日
」。
○
自
殺
シ
テ
死
ス
…
殉
死
。
寛
文
三

年
（
一
六
六
三
）
家
綱
が
殉
死
の
禁
止
を
口
達
し
、福
井
藩
で
は
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）

「
南
越
雑
話
」（
八
）　
―
翻
刻
と
現
代
語
訳
―

「
南
越
雑
話
」
輪
読
会
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若
越
郷
土
研
究　

六
十
六
巻
一
号

「
殉
死
停
止
触
」
が
出
た
（「
家
譜
」『
福
井
市
史 

資
料
編
六
』）。
遺
書
に
「
御
大
法
殉
死

御
制
禁
ノ
事
ナ
レ
バ
殉
死
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
只
御
恩
ノ
万
分
ノ
一
ヲ
報
謝
ス
ル
ニ
便
ナ
ケ
レ

バ
切
腹
シ
テ
黄
泉
ノ
御
供
仕
ル
者
ナ
リ
乱
心
ノ
旨
披
露
致
ス
ベ
キ
由
ナ
リ
」（「
明
君
言

動
録
」）
と
あ
っ
た
。
ま
た
「
さ
れ
共
公
儀
之
掟
に
、
殉
死
之
臣
有
之
は
、
其
亡
主
之
不

調
法
、
跡
目
之
主
へ
御
掛
り
可
被
成
旨
故
、
乱
心
に
相
極
、
其
主
意
泥
土
捨
り
候
。
先

之
四
人
（
剃
髪
し
髪
を
墓
に
い
れ
「
甚
不
敬
之
至
極
婦
女
振
廻
也
」
と
さ
れ
た
荻
野
孫

右
衛
門
、
並
河
市
九
郎
久
中
、
村
上
喜
内
正
甫
、
西
尾
忠
三
郎
長
宥
）
心
底
如
何
」（「
国

事
叢
記
」「
続
片
聾
記
」）。
○
明
智
…
素
晴
ら
し
い
知
恵
。
○
君
ガ
一
日
ノ
恩
ニ
ヨ
ツ
テ
、

妾
ガ
百
年
ノ
身
ヲ
忘
ル
ヽ
…
白
楽
天
「
井
底
引
銀
瓶
」
の
「
君
が
一
日
の
恩
の
た
め
に

妾
が
百
年
の
身
を
誤
て
り
」
に
よ
る
。（『
白
氏
文
集
四
』）。

［
現
代
語
訳
］

　
　

厚
木
才
兵
衛
は
馬
廻
で
あ
っ
た
が
、
た
い
そ
う
小
兵
で
あ
っ
た
。
当
時
、
馬
廻
の
者

達
は
武
芸
に
秀
で
た
者
か
、
体
格
に
恵
ま
れ
た
者
や
屈
強
な
者
が
選
ば
れ
て
い
た
。
そ

の
た
め
才
兵
衛
は
小
兵
で
あ
る
こ
と
を
、
同
僚
か
ら
折
に
ふ
れ
て
嘲
笑
さ
れ
て
い
た
。

才
兵
衛
は
口
惜
し
く
思
っ
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
人
は
多
い
の
で
仕
方
が
な
い
と
諦

め
て
い
た
。

　
　

あ
る
時
、
吉
邦
公
が
近
習
の
侍
に
「
才
兵
衛
は
小
兵
で
あ
っ
て
も
、
大
兵
に
も
勝
る

器
量
が
あ
る
」と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
皆
は
こ
れ
を
聞
い
た
後
に
、才
兵
衛
を
侮
ら
な
く
な
っ

た
。
才
兵
衛
は
吉
邦
の
言
葉
を
深
く
心
に
留
め
て
よ
ろ
こ
び
、
常
に
忘
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。

　
　

数
年
後
に
吉
邦
公
が
逝
去
さ
れ
る
と
、
才
兵
衛
は
五
〇
日
の
間
、
欠
か
す
こ
と
な
く

廟
に
参
っ
た
。
そ
し
て
五
〇
日
に
当
る
日
に
自
殺
し
た
。
吉
邦
公
は
人
を
遣
う
こ
と
に

優
れ
、
ま
た
才
兵
衛
は
恩
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
っ
た
。「
主
人
の
一
日
の
恩
に

よ
り
、
妾
は
自
分
の
人
生
を
忘
れ
る
」
と
や
ら
中
国
の
古
人
が
い
っ
た
の
は
こ
の
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。

 

（
北
村
明
恵
）

　
　
　

中
巻
―
第
四
八
話

一
水
野
源
七
御
納
戸
役
ナ
リ
シ
時
、
或
日
御
泉
水
ヘ
成
セ
ラ
ル
、
源
七
御
小
人

何
某
ヲ
呼
ビ
、
俄
ニ
御
用
ノ
事
ア
ル
間
、
此
沐
浴ユ

カ
タ衣

ヲ
持
来
ル
ベ
シ
ト
云
、

御
小
人
ガ
云
、
私
ト
モ
只
今
迄
カ
ヤ
ウ
ノ
物
ヲ
持
タ
ル
事
是
ナ
キ
間
、
持
ガ

タ
シ
ト
、
源
七
又
云
、
汝
等
如
此
物
ヲ
持
ザ
ル
事
ハ
、
我
常
ニ
知
ル
処
ナ
リ
、

然
レ
ト
モ
今
俄
ニ
御
用
ア
リ
、
折
フ
シ
持
人
ナ
シ
、
汝
持
来
ラ
ザ
ル
時
ハ
、

我
自
ラ
持
行
カ
ン
、
左
ナ
キ
時
ハ
御
用
ヲ
闕
ク
ベ
シ
、
然
レ
バ
我
代
リ
ニ
持

来
ル
ヘ
シ
ト
云
、
御
小
人
キ
カ
ズ
、
先
規
ヨ
リ
如
此
モ
ノ
ハ
私
ト
モ
持
ザ
ル

格カ
ク

ニ
候
ヘ
ハ
、
何
様
ノ
儀
ニ
テ
モ
持
ガ
タ
シ
ト
、
時
ニ
源
七
、
汝
決
シ
テ
持

マ
ジ
キ
カ
ト
謂
テ
、
言
下
ニ
刀
ヲ
抜
テ
両
段
ニ
キ
ル
、
皆
人
水
野
ヲ
ホ
ム
ル

［
注
釈
］

　

○
水
野
源
七
…
諱
は
宗
友
。
父
は
水
野
藤
兵
衛
重
俊
。「
忠
昌
公
御
代
被
召
出
光
通

公
御
代
慶
安
二
己
丑
年
配
知
被
下
」、
養
子
藤
兵
衛
が
家
督
を
継
ぐ
の
は
元
禄
一
三
年

（
一
七
〇
〇
年
） （「
諸
士
先
祖
之
記
」）。
二
〇
〇
石
（「
綱
昌
給
帳
」）
番
外
（「
大
塩
八
幡

宮
本
綱
昌
御
給
帳
」）。
一
〇
〇
石
、大
御
馬
印
奉
行
（
松
平
文
庫
八
九
〇
号
「
列
番
帳
」）。

寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）
光
通
の
娘
布
与
姫
の
婚
礼
行
列
で
は
挟
箱
二
つ
を
持
つ
。

延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
越
後
騒
動
で
処
分
さ
れ
綱
昌
に
預
け
ら
れ
た
中
根
長
左
衛
門

を
藩
に
護
送
し
た
。（「
越
藩
史
略
」「
国
事
叢
記
」）。
源
七
は
宝
蔵
院
流
槍
術
師
範
の
中

村
市
右
衛
門
が
笹
治
刑
部
に
切
紙
を
許
し
た
こ
と
を
不
服
と
し
、
谷
崎
忠
左
衛
門
（
葉

島
茂
兵
衛
（
本
多
武
兵
衛
と
共
に
刑
部
に
挑
戦
し
て
打
ち
負
か
さ
れ
た
。
後
に
、
鮎
川

へ
巻
網
に
行
き
槍
の
仕
掛
け
を
悟
り
、
漁
も
せ
ず
道
場
に
帰
っ
た
と
い
う
。（
福
井
市
立

郷
土
歴
史
博
物
館
蔵
「
冬
夜
雑
話
」（
松
平
文
庫
九
六
〇
号
「
南
越
見
聞
雑
話
」（『
越
前
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
八
）

人
物
志
』（『
福
井
藩
史
話 

上
』
歴
史
図
書
社
、一
九
七
五
年
）。「
カ
ワ
ウ
ソ
の
三
つ
の
礼
」

な
ど
の
名
で
、
源
七
が
悪
戯
し
た
老
カ
ワ
ウ
ソ
の
手
を
切
り
、
手
を
返
す
代
わ
り
に
三

つ
の
礼
を
受
け
た
と
い
う
昔
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
（「
冬
夜
雑
話
」「
南
越
見
聞
雑
話
」。

杉
原
丈
夫
『
越
前
若
狭
の
伝
説
』
松
見
文
庫
、
一
九
七
六
年
）。
○
御
納
戸
役
…
表
御
納

戸
は
御
台
所
脇
。
下
代
二
、三
名
が
お
り
諸
役
所
が
使
用
す
る
筆
墨
（
用
紙
（
薪
炭
（
油
（

蝋
燭
を
こ
こ
で
受
け
取
る
。（『
福
井
藩
史
事
典
』）。
○
御
小
人
…
お
こ
び
と
。
雑
役
を

つ
と
め
る
者
。
○
沐
浴
衣
…
湯
帷
子
。
蒸
し
風
呂
の
中
、
ま
た
は
そ
の
後
に
着
用
す
る

麻
の
単
衣
。
御
泉
水
屋
敷
に
は
昌
明（
吉
品
）改
修
以
前
か
ら
屋
敷
と
風
呂
が
あ
っ
た（「
国

事
叢
記
」）。
○
両
段
…
両
断
す
る
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

水
野
源
七
が
御
納
戸
役
で
あ
っ
た
時
、
あ
る
日
、
御
泉
水
へ
藩
主
が
御
成
り
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
源
七
は
御
小
人
の
何
某
を
呼
び
、
自
分
に
急
な
御
用
が
あ
る
の
で
、
こ

の
沐
浴
衣
を
持
っ
て
来
る
よ
う
に
と
言
い
つ
け
た
。
御
小
人
は
「
私
ど
も
は
今
ま
で
こ

の
よ
う
な
物
を
持
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
持
て
ま
せ
ん
」
と
い
っ
た
。
源
七
は

「
お
前
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
物
を
持
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
は
私
も
わ
か
っ
て
い
る
。
そ

れ
で
も
今
急
に
御
用
が
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
持
つ
人
が
い
な
い
の
だ
。
お
前
が
持
っ
て
来

な
い
時
は
私
が
自
分
で
持
っ
て
い
く
が
、
そ
う
で
な
い
と
き
は
御
用
を
欠
い
て
し
ま
う

の
で
『
自
分
が
代
わ
り
に
持
っ
て
き
ま
し
た
』
と
い
え
ば
い
い
の
だ
」
と
い
っ
た
。
御

小
人
は
聞
か
ず
「
私
共
は
先
例
に
よ
り
こ
の
よ
う
な
物
を
持
た
な
い
格
で
ご
ざ
い
ま
す

の
で
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
も
持
つ
こ
と
は
で
き
か
ね
ま
す
」
と
い
っ
た
。
源
七
は
「
お

前
は
決
し
て
持
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
」
と
い
っ
て
、
す
ぐ
さ
ま
刀
を
抜
い
て
一
刀
両

断
に
し
た
。
皆
は
水
野
を
褒
め
た
。

 

（
北
村
明
恵
）

　
　
　

中
巻
―
第
四
九
話

一
宗
昌
公
、
松
岡
ニ
御
座
ナ
サ
ル
ヽ
時
、
専
ラ
文
武
ノ
学
ニ
御
心
ヲ
ソ
メ
ラ
レ
、

其
上
武
芸
ニ
モ
甚
御
出
精
ナ
リ
、
或
人
申
上
ケ
ル
ハ
、
君
万
芸
ニ
御
出
精
ナ

サ
ル
ヽ
事
、
恐
ナ
ガ
ラ
御
尤
ニ
奉
存
候
、
去
ナ
カ
ラ
、
万
事
カ
ヤ
ウ
ニ
御
出

精
ナ
サ
レ
候
テ
ハ
、若
御
病
気
ナ
ド
指
起
リ
候
事
モ
ア
ル
マ
ジ
キ
ヤ
ト
、末
々

迄
安
心
仕
ラ
ズ
候
、
御
修
行
遊
ハ
サ
レ
候
内
ニ
テ
モ
、
武
芸
ナ
ド
ハ
一
己コ

ノ

小
術
ニ
御
座
候
ヘ
ハ
、
程
ヨ
ク
遊
バ
サ
レ
候
テ
モ
、
可
ナ
ラ
ン
カ
ト
申
上
シ
、

宗
昌
公
ノ
玉
ク
、
汝
ガ
云
処
一
理
ア
リ
、
去
ナ
ガ
ラ
伊
予
守
殿
ニ
ハ
誠
ノ
主

将
ト
云
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
文
道
ヲ
学
ビ
、
武
備
ヲ
ミ
ガ
キ
玉
ヒ
ナ
バ
、
一
己コ

ノ

武
芸
ハ
ヨ
キ
程
ニ
致
シ
置
レ
テ
モ
然
ル
ベ
シ
、
我
ハ
夫ソ

レ

ト
ハ
替
リ
、
伊
予
守

殿
ノ
先
手
ヲ
ス
ル
程
ノ
身
分
ナ
レ
バ
、
自
ラ
太
刀
ヲ
ト
リ
、
鎗
ヲ
提
ゲ
テ
、

士
卒
ヲ
ハ
ゲ
マ
ス
程
ニ
ナ
ク
テ
ハ
、
相
ス
マ
ザ
ル
事
ト
ノ
玉
ヒ
ケ
ル
ト
也

［
校
訂
］

　

①
ヒ
ソ
メ
ラ
レ
→
⑤
⑪
ソ
メ
ラ
レ　

［
注
釈
］

　

○
文
武
ノ
学
…
文
化
（
文
治
な
ど
文
化
的
な
面
と
武
道
、
武
力
な
ど
軍
事
的
な
面
に
か

か
わ
る
学
問
の
こ
と（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
こ
こ
で
は
、特
に
座
学
の
こ
と
を
指
す
か
。

○
心
ヲ
ソ
メ
ラ
レ
…
思
い
を
か
け
る
。
強
く
思
う
。
心
を
深
く
よ
せ
る
（『
日
本
国
語
大

辞
典
』）。
○
修
行
…
学
問
、
芸
術
な
ど
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
努
力
し
学
ぶ
こ
と
（『
日

本
国
語
大
辞
典
』）。
○
一
己
…
自
分
一
人
、
一
個
人
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○
伊
予

守
殿
…
福
井
藩
主
松
平
吉
邦
の
こ
と
。
○
文
道
…
文
学
の
道
、
学
芸
の
道
。
○
相
ス
マ

ザ
ル
…
義
務
や
義
理
が
果
た
せ
な
い
。
申
し
訳
な
い
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
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［
現
代
語
訳
］

　
　

宗
昌
公
が
松
岡
藩
主
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
時
、
も
っ
ぱ
ら
文
武
の
学
問
に
熱
心
に
取
り

組
み
、
そ
の
上
武
芸
に
も
励
ん
で
い
た
。
あ
る
人
が
宗
昌
公
に
「
す
べ
て
の
こ
と
に
励

ま
れ
る
の
は
も
っ
と
も
の
こ
と
に
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
す
べ
て
の
こ
と
に
こ

の
よ
う
に
励
ま
れ
て
は
、
御
病
気
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
松
岡
藩
の
者
は

下
々
ま
で
安
心
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
学
ぶ
も
の
の
中
で
も
、
武
芸
な
ど
は
一
個

人
の
小
術
で
す
の
で
、
程
よ
く
し
て
も
良
い
の
で
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
申
し
上
げ
た
。

宗
昌
公
は
こ
れ
に
対
し
て
「
そ
れ
は
一
理
あ
る
。
福
井
藩
主
の
吉
邦
公
ほ
ど
の
真
の
主

将
で
あ
れ
は
、
文
道
を
学
び
、
武
備
を
磨
か
れ
て
い
れ
ば
、
一
個
人
の
も
の
で
あ
る
武

芸
は
適
度
に
し
て
お
い
て
も
構
わ
な
い
。
し
か
し
私
は
吉
邦
公
と
は
違
い
、
先
陣
を
き

る
程
度
の
身
の
程
で
あ
る
の
で
、
自
ら
太
刀
を
と
り
、
槍
を
さ
げ
て
、
士
卒
を
は
げ
ま

す
ほ
ど
で
な
け
れ
ば
、
申
し
訳
が
た
た
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

 

（
木
村
美
幸
）

　
　
　

中
巻
―
第
五
〇
話

一
嶋
田
宇
右
衛
門
ハ
原
平
左
衛
門
子
ナ
リ
、
前
ニ
平
左
衛
門
子
ナ
キ
ニ
ヨ
リ
、

彦
坂
又
兵
衛
次
男
ヲ
養
テ
嗣シ

子ヽ
ト
ス
、
後
宇
右
衛
門
生
ル
、
又
兵
衛
早
速
平

左
衛
門
ガ
方
ニ
往
テ
云
、
足
下
嗣
子
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
我
次
子
ヲ
養
テ
嗣
子
ト

ス
、
今
既
ニ
実
子
出
生
ス
、
嗣
子
ト
ス
ベ
シ
、
然
レ
ハ
我
次
男
ヲ
返
ス
ベ
シ
、

今
召
連
返カ

ヱ

ラ
ン
為
ニ
来
レ
リ
ト
云
、
平
左
衛
門
ガ
云
、
一
度
我
子
ト
ナ
シ
タ

ル
モ
ノ
、
今
実
子
出
生
ナ
レ
バ
ト
テ
、
返
ス
ト
云
事
ア
ラ
ジ
、
其ソ

ノ
モ
ト元

左サ

云
ハ

ン
ト
思
ヒ
、
今
度
出
生
ノ
男
子
ヲ
以
テ
、
出
家
ト
ナ
サ
ン
為
、
大
安
寺
ノ
門

弟
ニ
約ヤ

ク

ヲ
ナ
シ
置
タ
レ
バ
、
決
シ
テ
返
ス
事
ア
ラ
ジ
、
コ
ヽ
ニ
於
テ
止ヤ

ム
、

後
吉
品
公
、
此
旨
ヲ
聞
シ
召
レ
、
両
人
ノ
所
存
奇
特
ニ
思
召
レ
、
右
ノ
実
子

ヲ
幼
少
ニ
テ
召
出
サ
ル
、
後
年
、
嶋
田
氏
ヲ
継
ガ
セ
ラ
レ
、
嶋
田
宇
右
衛
門

ト
云
、
終
ニ
中
老
職
ニ
任
ジ
、
宗
矩
公
御
幼
少
ノ
時
ヨ
リ
、
常
ニ
諫カ

ン
ソ
ウ争

ヲ
以

テ
君
ノ
過ア

ヤ
マ

チ
ヲ
正タ

ヽ

ス
ヲ
任
ト
ス
、
宗
矩
公
御
若
気
故
カ
、
聊
カ
御
意
ニ
ソ
ム

キ
、
御
勘
気
ヲ
蒙
リ
テ
蟄
居
ス
、
年
ヘ
テ
其
旧キ

ウ
コ
ウ功

ヲ
思
召
当
ラ
レ
ケ
ル
カ
、

御
勘
気
ヲ
御
免
シ
ナ
サ
レ
、
御
懇
意
甚
シ
、
誠
ニ
君
、
家
光
公
ノ
御
風
儀
ア

レ
ハ
、
宇
右
衛
門
又
、
青
山
伯
州
ノ
器
量
ア
リ
ト
云
ヘ
シ

［
注
釈
］

　

○
嶋
田
宇
右
衛
門
…
諱
は
重
列
。
実
父
は
原
平
左
衛
門
で
、
養
父
は
嶋
田
内
蔵
之
助
重

休
（「
諸
士
先
祖
之
記
」）。
吉
品
代
の
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
に
奥
小
姓
に
召
し
出

さ
れ
て
い
る
。
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
に
嶋
田
内
蔵
助
の
養
子
と
な
る
。
享
保
元
年

（
一
七
一
六
）に
名
字
と
家
督
五
〇
〇
石
を
相
続
、寄
合
格
と
な
る
。
享
保
九
年
に
御
奏
者
、

翌
一
〇
年
に
は
二
〇
〇
石
加
増
さ
れ
て
近
習
締
り
役
を
仰
せ
付
け
ら
れ
る
。
享
保
一
五

年
八
月
に
は
一
〇
〇
石
加
増
さ
れ
て
、
九
月
に
は
御
用
人
と
な
る
。
同
年
一
〇
月
に
休

息
、
養
子
清
左
衛
門
に
家
督
を
譲
る
（『
藩
士
履
歴
』）。
な
お
、『
越
前
人
物
志
』
に
同

様
の
逸
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
○
原
平
左
衛
門
…
諱
は
正
武
。
実
父
は
嶋
田
清
左
衛

門
重
季
三
男
で
、
養
父
は
原
八
衛
門
正
房
。
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
跡
知
が
下
さ

れ
る
。
吉
邦
代
の
正
徳
二
年
に
養
子
富
正
（
彦
坂
又
兵
衛
重
庸
次
男
）
に
家
督
を
譲
る

（「
諸
士
先
祖
之
記
」）。
貞
享
半
知
後
の
知
行
高
は
一
五
〇
石
。
元
禄
三
年
に
江
戸
に
お

い
て
先
弓
頭
を
仰
せ
付
け
ら
れ
る
（『
藩
士
履
歴
』）。
○
彦
坂
又
兵
衛
…
諱
は
重
庸
。
光

通
代
の
寛
文
五
年（
一
六
六
五
）に
召
し
出
さ
れ
る
。
嫡
子
浅
右
衛
門
が
家
督
を
継
ぐ
が
、

故
あ
っ
て
断
絶
。
吉
品
代
の
元
禄
一
四
年
に
彦
坂
又
兵
衛
重
矩
が
奥
小
姓
に
召
し
出
さ

れ
て
い
る
（「
諸
士
先
祖
之
記
」）。
知
行
は
二
〇
〇
石
（「
吉
品
給
帳
」）。
○
其
元
…
二

人
称
の
人
代
名
詞
。
同
等
ま
た
は
や
や
目
下
の
相
手
に
対
し
て
用
い
る
（『
日
本
国
語
大
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
八
）

辞
典
』）。
○
大
安
寺
…
福
井
市
田
ノ
谷
町
の
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
寺
院
。
福
井
藩
主
松

平
光
通
が
大
愚
宗
築
を
開
山
と
し
て
、
越
前
松
平
家
の
永
代
菩
提
所
と
し
て
万
治
元
年

に
創
建
し
た
（『
福
井
県
の
地
名
』）。
○
諫
争
…
争
っ
て
ま
で
も
強
く
目
上
を
い
さ
め
る

こ
と
（『
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
』）。
○
勘
気
…
目
上
の
人
か
ら
と
が
め
を
う
け
る
こ
と
。
臣

下
、
奉
公
人
、
子
ど
も
な
ど
が
、
主
君
、
主
人
、
親
な
ど
の
怒
り
に
ふ
れ
る
こ
と
。
ま
た
、

そ
の
怒
り
や
と
が
め
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』」）。
○
徳
川
家
光
…
江
戸
幕
府
三
代
将
軍
。

老
臣
の
諫
言
を
よ
く
き
い
て
行
動
を
改
め
た
と
い
う
数
々
の
逸
話
が
あ
る
（『
国
史
大
辞

典
』）。
○
青
山
伯
州
…
江
戸
時
代
前
期
の
大
名
青
山
忠
俊
の
こ
と
。
官
職
名
は
伯
耆
守
。

慶
長
一
二
年
（
一
六
〇
七
）
に
徳
川
家
光
の
傳
役
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
に
は
補

導
役
と
な
り
、
将
軍
教
育
に
専
念
し
た
。
同
九
年
、
将
軍
家
光
に
対
し
て
公
衆
の
面
前

で
叱
正
し
た
た
め
、
家
光
の
勘
気
に
ふ
れ
て
減
封
と
な
っ
た
。（『
国
史
大
辞
典
』）。

［
現
代
語
訳
］

　
　

嶋
田
宇
右
衛
門
は
原
平
左
衛
門
の
子
で
あ
る
。
以
前
、
平
左
衛
門
に
子
が
な
か
っ
た

た
め
、
彦
坂
又
兵
衛
の
次
男
を
養
子
に
も
ら
い
、
嗣
子
と
し
た
。
後
に
宇
右
衛
門
が
生

ま
れ
る
と
、
又
兵
衛
は
早
速
平
左
衛
門
の
家
に
や
っ
て
来
て
言
っ
た
。「
あ
な
た
に
嗣
子

が
い
な
か
っ
た
の
で
、
私
の
次
男
を
養
子
に
や
っ
て
嗣
子
と
し
た
が
、
こ
の
た
び
既
に

あ
な
た
の
実
子
が
生
ま
れ
た
の
で
、
嗣
子
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
の
次

男
を
返
す
べ
き
だ
。
今
日
は
次
男
を
連
れ
帰
る
た
め
に
こ
こ
に
来
た
の
だ
」。
平
左
衛
門

は
言
っ
た
。「
い
っ
た
ん
我
が
子
と
し
た
も
の
を
、
今
実
子
が
生
ま
れ
た
か
ら
と
い
っ
て

返
す
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
あ
な
た
が
そ
の
よ
う
に
言
う
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
こ
の
た

び
生
ま
れ
た
子
は
、
僧
侶
に
す
る
た
め
大
安
寺
の
門
弟
に
す
る
と
約
束
し
て
あ
る
の
で
、

決
し
て
返
す
こ
と
は
で
き
な
い
」。
こ
れ
を
聞
い
て
、
又
兵
衛
は
次
男
を
連
れ
帰
る
こ
と

を
や
め
た
。
後
に
吉
品
公
が
こ
の
話
を
お
聞
き
に
な
り
、
両
人
の
行
動
は
殊
勝
で
あ
る

と
お
考
え
に
な
っ
た
の
で
、
幼
い
平
左
衛
門
の
実
子
を
還
俗
さ
せ
て
召
し
出
さ
れ
た
。

　
　

後
年
、
嶋
田
氏
の
家
督
を
継
が
せ
ら
れ
、
嶋
田
宇
右
衛
門
と
な
り
、
つ
い
に
中
老
職

に
任
じ
ら
れ
た
。
宇
右
衛
門
は
、
宗
矩
公
が
幼
少
の
時
か
ら
、
常
に
争
っ
て
ま
で
諫
め
、

君
主
の
過
ち
を
正
す
こ
と
を
役
目
と
し
た
。
宗
矩
公
が
ま
だ
お
若
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ

う
か
、
宇
右
衛
門
は
わ
ず
か
な
が
ら
御
意
向
に
背
い
て
宗
矩
公
の
お
怒
り
に
ふ
れ
、
蟄

居
と
な
っ
た
。
年
を
経
て
、
宗
矩
公
は
宇
右
衛
門
の
旧
功
を
お
考
え
に
な
ら
れ
、
お
と

が
め
を
免
除
な
さ
れ
、
両
者
は
大
変
親
し
い
間
柄
と
な
っ
た
。
ま
こ
と
に
宗
矩
公
は
徳

川
家
光
公
の
よ
う
な
ご
風
儀
が
あ
り
、
宇
右
衛
門
も
ま
た
青
山
忠
俊
の
よ
う
な
器
量
を

も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

 

（
田
川
雄
一
）

　
　
　

中
巻
―
第
五
一
話

一
片
岡
助
四
郎
、
吉
田
長
助
ニ
恨
ヲ
フ
ク
ム
事
ア
リ
、
或
時
長
助
ガ
宅
ニ
至
リ
、

長
助
薗ソ

ノ

ニ
ア
ル
ヲ
知
テ
、
路ロ

ジ次
ヲ
破
リ
入
テ
、
刀
ヲ
抜
テ
切
カ
ク
ル
、
長
助

短
刀
ヲ
抜
テ
切
結
フ
、
長
助
ガ
妾
、
刀
ヲ
持
出
、
授サ

ツ
ク

ル
ト
云
ヘ
ト
モ
、
長
助

是
ヲ
取
ニ
間
ナ
シ
、
長
助
七
ヶ
所
ノ
深
手
ヲ
オ
ヒ
、
助
四
郎
ガ
為
ニ
死
ス
、

助
四
郎
モ
十
三
ヶ
所
ノ
疵キ

ヅ

ヲ
蒙
ル
ト
云
ヘ
ト
モ
、
薄
手
故
、
退シ

リ
ソ

カ
ン
ガ
為
ニ

門
内
ニ
出
ル
、
時
ニ
長
助
ガ
妾
、
長
助
ガ
娘
ヲ
助
ケ
出
テ
、
助
四
郎
ヲ
追
ハ

シ
ム
、
娘
薙ナ

ギ
ナ
タ刀

ヲ
以
テ
、
助
四
郎
ヲ
門
下
ニ
薙ナ

ギ
タ
ヲ倒

シ
、
父
ノ
讐
ヲ
報
ズ
、
隣

家
松
原
十
太
夫
、
早
ク
往
テ
倹
使
ニ
応
対
ス
、
言
語
は
甚
審ツ

マ
ヒ
ラカ

ナ
リ
シ
ト
ゾ

［
注
釈
］

　

○
吉
田
長
助
…
御
番
組
（
一
八
石
三
人
扶
持
（「
吉
品
給
帳
」）。
〇
薗
…
菜
（
花
（
草
（

果
樹
が
植
え
ら
れ
た
地
。
遊
楽
用
の
庭
。
〇
路
次
…
門
内
や
庭
内
の
通
路
。
門
か
ら
玄

関
ま
で
の
通
路
。
〇
切
結
フ
…
刃
を
交
え
て
激
し
く
切
り
合
う
。
〇
薄
手
…
戦
い
な
ど

で
受
け
た
軽
い
傷
。
〇
助
ケ
…
手
伝
う
こ
と
。
吉
田
長
助
の
娘
が
薙
刀
を
持
っ
て
家
か
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ら
出
る
の
を
手
伝
っ
た
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
〇
讐
…
仇
。
讐
敵
。
〇
倹
使
…

殺
傷
（
変
死
な
ど
を
検
視
す
る
役
人
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

片
岡
助
四
郎
は
吉
田
長
助
に
恨
み
を
も
つ
事
が
あ
っ
た
。
あ
る
時
助
四
郎
は
、
長
助

の
自
宅
を
通
っ
た
と
き
、
長
助
が
庭
に
い
る
の
を
知
っ
て
、
庭
の
露
地
を
破
り
、
刀
を

抜
い
て
長
助
に
切
り
か
か
っ
た
。
長
助
は
短
刀
を
抜
い
て
切
り
結
ん
だ
。
長
助
の
妾
が

刀
を
持
ち
出
し
て
渡
そ
う
と
し
た
が
、
長
助
は
刀
を
受
け
取
る
間
が
な
か
っ
た
。
長
助

は
七
ヶ
所
の
深
手
を
負
い
、
助
四
郎
の
襲
撃
が
原
因
で
死
ん
だ
。
助
四
郎
も
十
三
ヶ
所

の
疵
を
受
け
た
が
、
軽
傷
だ
っ
た
の
で
、
逃
げ
出
す
た
め
に
門
内
に
出
た
。
そ
の
時
長

助
の
妾
は
、
長
助
の
娘
が
家
か
ら
出
る
の
を
手
伝
っ
て
、
助
四
郎
を
追
い
か
け
さ
せ
た
。

娘
は
薙
刀
で
助
四
郎
を
門
の
下
で
な
ぎ
倒
し
、
父
の
復
讐
を
果
た
し
た
。
隣
家
の
松
原

十
太
夫
は
早
々
に
助
四
郎
の
家
に
行
き
、
検
使
に
対
応
し
た
が
、
十
太
夫
の
話
は
非
常

に
詳
細
で
あ
っ
た
。

 

（
高
岡　

萌
）

　
　
　

中
巻
―
第
五
二
話

一
菅
沼
平
助
、
野ヤ

遊ユ
ウ

ヨ
リ
帰
ル
時
、
町
家
ノ
夜ヤ

バ
ン衛

役ヤ
ク

、
法
外
ノ
事
有
ニ
ヨ
リ
、

大
ヒ
ニ
打チ

ヤ
ウ
チ
ヤ
ク擲

ス
、
此
事
町
方
ヨ
リ
訟
出
ル
ニ
ヨ
リ
、
菅
沼
御
叱
リ
ヲ
ウ
ケ
、

以
来
慎
ミ
申
ベ
キ
旨
仰
出
サ
ル
、
時
ニ
平
助
謹
テ
云
、
仰
出
サ
ル
ヽ
趣
恐
入

候
ヒ
ヌ
、
然
シ
ナ
ガ
ラ
、
以
後
ヲ
慎
ミ
申
ヘ
キ
旨
ハ
御
請
仕
カ
タ
シ
、
若
只

今
帰キ

ロ路
ニ
モ
右
ノ
如
キ
法
外
是
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
、
右
之
通
ニ
仕
ベ
シ
ト
申
タ

リ
シ
、
古
語
ニ
、
良リ

ヤ
ウ

狗グ

ハ
人
ヲ
喰ハ

ム
ト
云
事
ノ
有
シ
由
、
心
剛
ナ
ル
者
ハ

自ヲ
ノ
ヅ
カ

ラ
其
萌キ

サ
シ

顕
ハ
ル
ヽ
ハ
人
常
ナ
リ
、
其
強
ミ
ヲ
ク
ジ
カ
ル
ヽ
時
ハ
英ヱ

イ

気キ

ナ

マ
ル
、
壮ソ

ウ

若シ
ヤ
ク

ノ
者
、
強
ミ
ノ
過ア

ヤ
マ

チ
ハ
、
聊
ノ
事
ナ
ラ
バ
見
ノ
ガ
シ
置
時
ハ
自

然
ト
男ヲ

ト
コ

道ド
ウ

ス
タ
レ
ズ
、
然
シ
ナ
ガ
ラ
、
外
柔
和
ニ
テ
内
剛
強
ナ
ル
者
ア
レ
ト

モ
、
是
ハ
沈チ

ン
ユ
ウ勇

ト
ヤ
ラ
云
テ
、
千
万
人
ニ
一
二
人
ナ
ラ
デ
ハ
是
ナ
キ
者
ナ
レ

バ
、
普フ

通ツ
ウ

ニ
ハ
用
ヒ
ガ
タ
シ
、
宗
矩
公
、
此
所
ヲ
思
召
付
ラ
レ
ケ
ル
カ
、
再

ヒ
平
助
ヲ
御
馬
廻
リ
ニ
召
ツ
カ
ハ
レ
シ
ナ
リ

［
注
釈
］

　

〇
菅
沼
平
助
…
岡
平
助
。
諱
は
定
次
。
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
家
督
を
継
ぐ
（「
諸
士

先
祖
之
記
」「
姓
名
録
」）。
養
祖
父
（
平
兵
衛
の
代
は
二
〇
石
三
人
扶
持
だ
っ
た
が
、
享

保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
平
助
が
御
手
廻
を
仰
せ
付
け
ら
れ
、
切
米
二
五
石
五
人
扶
持

に
加
増
（「
吉
邦
給
帳
」）。
大
御
番
組
一
番
一
五
石
五
人
（「
宗
矩
給
帳
」）。
○
野
遊
…

花
見
、
草
摘
み
、
狩
な
ど
を
楽
し
む
こ
と
。
○
夜
衛
…
夜
番
の
こ
と
か
。
夜
、
火
災
や

盗
難
な
ど
の
用
心
の
た
め
に
番
を
す
る
こ
と
。
○
古
語
…
出
典
は
不
明
。
○
良
狗
…
役

に
立
っ
て
、
よ
い
犬
。
○
男
道
…
男
と
し
て
行
な
う
べ
き
道
。
○
沈
勇
…
沈
着
で
勇
敢

な
こ
と
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

菅
沼
平
助
が
野
遊
よ
り
帰
る
時
、
町
屋
の
夜
衛
役
が
法
に
は
ず
れ
た
た
め
、
大
い
に

打
ち
叩
い
た
。
そ
の
事
を
町
方
よ
り
訟
え
ら
れ
た
の
で
、
平
助
は
お
叱
り
を
受
け
、
以

来
謹
慎
す
る
よ
う
仰
せ
つ
か
っ
た
。
そ
の
時
に
平
助
は
謹
ん
で
言
っ
た
。「
仰
っ
た
こ
と

は
恐
れ
入
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
以
後
謹
慎
す
る
こ
と
は
御
請
け
で
き
ま
せ
ん
。
も

し
只
今
帰
路
に
て
右
の
よ
う
に
法
に
外
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら
ば
打
ち
叩
き
ま
す
」

と
申
し
た
。

　
　

古
語
に
良
狗
は
人
を
噛
む
と
あ
る
。
気
が
強
い
者
は
自
ず
と
兆
し
が
出
る
の
が
普
通

だ
。
そ
の
強
み
を
挫
か
れ
る
時
は
英
気
が
な
ま
る
。
若
者
の
強
み
の
間
違
い
は
、
僅
か

な
こ
と
で
あ
れ
ば
見
逃
す
こ
と
で
自
然
と
男
道
が
廃
れ
な
い
。
し
か
し
、
外
柔
内
剛
の
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
八
）

者
が
い
て
も
こ
れ
は
沈
勇
と
言
っ
て
千
万
人
に
一
人
二
人
い
な
い
者
な
の
で
、
普
通
に

用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
宗
矩
公
は
こ
の
こ
と
を
お
考
え
に
な
ら
れ
た
の
か
再
び
平

助
を
御
馬
廻
に
登
用
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。

 

（
角　

衣
利
奈
）

　
　
　

中
巻
―
第
五
三
話

一
永
見
平
之
進
ガ
若
党
堀
江
新
左
衛
門
ト
云
者
ガ
弟ヲ

ト
ヽ

ニ
堀
江
武
太
夫
ト
云
者
ア

リ
、
平
之
進
方
ヱ
心
安
ク
出
入
ス
、
或
朝
、
平
之
進
起
出
テ
手
水
ヲ
ツ
カ
ウ

所
ヘ
彼
武
太
夫
来
ツ
テ
不
慮
ニ
平
之
進
ヲ
キ
ル
、
平
之
進
脇
指
ヲ
ヌ
ク
ト
云

ヘ
ト
モ
、
初
太
刀
ノ
疵
重ヲ

モ

ケ
レ
バ
応
ズ
ル
事
ア
タ
ハ
ズ
、
ツ
イ
ニ
死
ス
、
武

太
夫
刀
ヲ
振
ツ
テ
表
ノ
方
ヱ
出
ル
、
兄
新
左
衛
門
、
台
所
口
ニ
テ
当ハ

タ

ト
出
会

フ
、
主
人
ヲ
討
タ
ル
ヲ
露
シ
ラ
ズ
、
只
乱
心
ト
ミ
テ
手
取
ニ
セ
ン
ト
シ
、
面

ニ
疵
ヲ
蒙
ル
、
働
ク
事
叶
ハ
ズ
、
若
党
宗
兵
衛
ト
云
者
出
迎
ヒ
、
刀
ヲ
以
テ

切
結
フ
事
良ヤ

ヽ

久
時
ニ
、
平
之
進
ガ
養
子
八
五
郎
、
若
年
ナ
ル
ヲ
以
テ
未イ

マ
タ

実
父

永
見
丹
下
方
ニ
ア
リ
、
平
之
進
ガ
小
者
右
ノ
首
尾
ヲ
早
速
告
ル
、
八
五
郎
速

ニ
趣
ク
、
丹
下
ハ
他
行
シ
テ
留
守
ナ
リ
、
妻
女
、
僕
ニ
錑モ

ジ
リ

ヲ
持
セ
、
八
五
郎

ガ
跡
ヨ
リ
追
ハ
シ
ム
、
八
五
郎
、
平
之
進
ガ
方
ニ
至
リ
見
レ
バ
、
門
ヲ
閉
タ

リ
、
是
小
者
ノ
働
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
、
八
五
郎
タ
ル
ヲ
聞
テ
門
ヲ
開
キ
テ
入
ル
、

八
五
郎
台
所
口
ニ
入
ル
、
宗
兵
衛
武
太
夫
、
互
ニ
疵
ヲ
蒙
ル
ト
云
ヘ
ト
モ
勝

負
未
決
セ
ズ
、
引
組
テ
争
フ
、
武
太
夫
気
活ク

ワ
ツ

達タ
ツ

ニ
シ
テ
宗
兵
衛
ス
デ
ニ
危
シ
、

八
五
郎
直タ

ヽ
チ

ニ
進
ン
テ
武
太
夫
ヲ
撃ウ

ツ

、
父
ノ
讎ア

タ

ヲ
報
ユ
ル
、
コ
ヽ
ニ
於
テ
八
五

郎
ニ
別
ニ
三
百
石
ヲ
玉
ヒ
、
其
家
ヲ
立
サ
セ
ラ
ル
、
平
之
進
ガ
家
人
、
新
左

衛
門
宗
兵
衛
ハ
云
ニ
及
バ
ズ
、小
者
中
間
ニ
至
ル
迄
相
応
ノ
働
キ
ア
リ
シ
ハ
、

平
之
進
ガ
平
生
ノ
心
掛
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ン
カ

［
校
訂
］

　

①
或
時
→
⑤
或
朝　

①
平
世
→
⑤
平
生

［
注
釈
］

　

〇
永
見
平
之
進
…
享
保
一
〇
年
（
一
七
二
五
）
養
父
治
部
右
衛
門
（
永
見
志
摩
吉
次
の

庶
流
）の
跡
目
を
継
ぐ
。
寄
合
席
。
五
〇
〇
石（『
藩
士
履
歴
』）。
寛
保
元
年（
一
七
四
一
）

六
月
二
二
日
病
死
（「
士
族
略
履
歴 

七
」）。
本
項
の
事
件
は
「
越
藩
史
略
」「
国
事
叢
記
」

「
続
片
聾
記
」『
藩
士
履
歴
』『
越
前
人
物
志
』
に
も
記
載
さ
れ
、『
越
前
人
物
志
』
以
外

に
は
寛
保
元
年
の
出
来
事
と
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
事
件
（
平
之
進
の
死
亡
）
の
日

付
は
五
月
二
二
日
（「
越
藩
史
略
」「
続
片
聾
記
」）、
六
月
二
一
日
（『
藩
士
履
歴
』）、
六

月
二
二
日
（「
士
族
略
履
歴
七
」「
国
事
叢
記
」）
と
異
な
っ
て
い
る
。
永
見
平
之
進
以
外

の
人
名
や
詳
細
に
も
資
料
ご
と
に
異
同
が
あ
る
。
○
堀
江
新
左
衛
門
…
給
帳
等
に
記
載

な
し
。「
国
事
叢
記
」
で
は
堀
江
新
右
衛
門
、「
続
片
聾
記
」
で
は
家
来
と
の
み
表
記
。

○
堀
江
武
太
夫
…
給
帳
等
に
記
載
な
し
。
正
し
く
は
堀
江
勘
兵
衛
か
（「
士
族
略
履
歴
七
」

ほ
か
）。「
南
越
雑
話
」『
越
前
人
物
志
』
以
外
の
資
料
で
は
新
左
衛
門
と
の
血
縁
関
係
に

は
触
れ
ら
れ
ず
、
代
官
萩
原
伊
太
夫
の
請
込
手
代
と
あ
る
。
○
手
水
…
手
や
顔
を
洗
い

清
め
る
の
に
使
う
水
。
○
不
慮
ニ
…
突
然
に
。
不
意
に
。
○
宗
兵
衛
…
給
帳
等
に
記
載

な
し
。「
国
事
叢
記
」
で
は
惣
兵
衛
。
○
八
五
郎
…
平
之
進
の
養
子
。
正
し
く
は
吉
五
郎

か
（「
士
族
略
履
歴
七
」
ほ
か
）。
実
父
を
永
見
丹
下
と
記
す
の
は
「
南
越
雑
話
」
と
『
越

前
人
物
志
』
の
み
。
○
若
年
…
近
世
、
一
一
歳
か
ら
一
七
歳
ま
で
の
呼
称
（『
日
本
国
語

大
辞
典
』）。
○
永
見
丹
下
…
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
父
多
門
の
跡
目
を
継
ぐ
。
寄
合

席
。
五
〇
〇
石
。
安
永
一
〇
（
天
明
元
）
年
（
一
七
八
一
）
隠
居
（『
藩
士
履
歴
』）。「
御

城
下
絵
図
」（
松
平
文
庫
一
三
三
六
号
）
に
よ
れ
ば
、
永
見
平
之
進
と
永
見
丹
下
の
屋
敷

は
と
も
に
福
井
城
本
丸
北
東
の
区
画
に
あ
り
、
筋
向
い
に
位
置
し
て
い
た
。
○
小
者
…
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若
越
郷
土
研
究　

六
十
六
巻
一
号

武
家
の
奉
公
人
で
、
武
士
の
身
分
を
持
た
な
い
者
。
○
錑
…
も
じ
り
。
三
道
具
（
み
つ

ど
う
ぐ
）
の
ひ
と
つ
。
袖
搦
（
そ
で
が
ら
み
）
と
も
言
う
。
長
さ
九
尺
、
先
端
に
二
尺

一
寸
の
鉄
製
の
突
起
が
つ
く
。
江
戸
時
代
、
突
棒
、
刺
股
と
一
組
で
「
三
道
具
」
と
し

て
辻
番
所
や
御
門
番
所
な
ど
に
備
え
ら
れ
、
狼
藉
人
の
捕
縛
に
使
わ
れ
た
。
○
引
組
…

組
打
ち
す
る
。
取
っ
組
み
合
い
す
る
。
○
活
達
…
闊
達（
と
ど
こ
お
り
な
く
自
在
な
さ
ま
）

か
ら
、
充
実
し
て
い
る
ま
た
は
活
力
が
あ
る
ほ
ど
の
意
味
か
。
○
八
五
郎
ニ
別
ニ
三
百

石
ヲ
玉
ヒ
、
其
家
ヲ
立
サ
セ
ラ
ル
…
『
藩
士
履
歴
』
の
永
見
平
之
進
の
項
目
に
本
件
の

経
緯
が
記
さ
れ
、「
依
之
拝
知
被
召
上
、
新
ニ
五
郎
へ
三
百
石
被
下
」
と
あ
る
。
永
見
家

が
い
っ
た
ん
知
行
を
召
し
上
げ
ら
れ
、
改
め
て
吉
五
郎
（
八
五
郎
）
へ
三
〇
〇
石
が
与

え
ら
れ
て
再
興
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
○
中
間
…
武
家
の
奉
公
人
。
侍
と
小
者
の
間

の
身
分
と
さ
れ
、
雑
用
に
従
事
し
た
。
○
平
生
…
ふ
だ
ん
の
。
常
日
頃
の
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

永
見
平
之
進
の
若
党
の
堀
江
新
左
衛
門
と
い
う
者
の
弟
に
堀
江
武
太
夫
と
い
う
者
が

お
り
、
平
之
進
の
も
と
に
気
安
く
出
入
り
し
て
い
た
。
あ
る
朝
、
平
之
進
が
起
き
出
し

て
顔
や
手
を
洗
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
そ
の
武
太
夫
が
来
て
不
意
に
平
之
進
を
斬
っ
た
。

平
之
進
は
脇
指
を
抜
い
た
も
の
の
、
初
太
刀
で
受
け
た
傷
が
重
か
っ
た
た
め
に
応
戦
で

き
ず
、
と
う
と
う
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
武
太
夫
が
刀
を
振
っ
て
表
の
方
へ
出
た
。
兄
の

新
左
衛
門
は
、
台
所
口
で
武
太
夫
と
出
く
わ
し
た
。
新
左
衛
門
は
主
を
討
た
れ
た
と
は

露
知
ら
ず
、
た
だ
乱
心
だ
と
思
い
捕
ま
え
よ
う
と
し
て
顔
に
傷
を
負
い
、
戦
え
な
く
な
っ

た
。
若
党
の
宗
兵
衛
と
い
う
者
が
出
て
武
太
夫
を
迎
え
撃
ち
、
刀
で
切
り
結
ん
で
し
ば

ら
く
経
っ
た
こ
ろ
に
、
平
之
進
の
養
子
の
八
五
郎
、
ま
だ
若
年
で
あ
っ
た
の
で
実
父
の

永
見
丹
下
の
も
と
に
い
た
が
、
平
之
進
の
小
者
が
右
の
次
第
を
急
い
で
告
げ
た
の
で
、

八
五
郎
は
す
ぐ
に
平
之
進
宅
へ
赴
い
た
。
丹
下
は
他
所
へ
出
か
け
て
い
て
留
守
で
あ
っ

た
。
丹
下
の
妻
が
下
僕
に
錑
を
持
た
せ
て
八
五
郎
の
後
を
追
わ
せ
た
。

　
　

八
五
郎
が
平
之
進
の
家
に
着
い
て
み
る
と
、
門
が
閉
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
小
者
の

働
き
と
い
え
る
。
八
五
郎
だ
と
聞
い
て
門
を
開
い
て
入
れ
た
。
八
五
郎
は
台
所
口
に
入
っ

た
。
宗
兵
衛
と
武
太
夫
は
お
互
い
に
傷
を
負
っ
て
い
た
が
勝
負
は
ま
だ
つ
い
て
お
ら
ず
、

取
っ
組
み
合
っ
て
争
っ
て
い
た
。
武
太
夫
は
気
力
に
満
ち
て
お
り
、
宗
兵
衛
は
す
で
に

危
な
い
状
態
だ
っ
た
。
八
五
郎
は
す
ぐ
に
進
み
寄
り
、
武
太
夫
を
撃
ち
、
父
の
仇
を
報

い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
宗
矩
は
八
五
郎
に
別
に
三
〇
〇
石
を
与
え
、
永
見
家
を
立
て
さ

せ
た
。

　
　

平
之
進
の
家
の
も
の
は
、
新
左
衛
門
や
宗
兵
衛
は
言
う
に
及
ば
ず
、
小
者
中
間
に
至

る
ま
で
相
応
の
働
き
が
あ
っ
た
の
は
、
平
之
進
の
常
日
頃
の
心
が
け
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
か
。

 

（
瓜
生
由
起
）

　
　
　

中
巻
―
第
五
四
話

一
宗
矩
公
御
代
、
二
階
堂
村
吉
右
衛
門
ト
云
者
、
代
々
心
ガ
ケ
貯

タ
ク
ハ
ヱ

置
タ
ル
由

ニ
テ
、
金
子
百
五
両
奉
ル
、
誠
ニ
百
両
千
両
ト
モ
限
ラ
ズ
、
百
五
両
ト
云
ハ
、

心
底
限
リ
ナ
ル
ベ
シ
、
御
上
ニ
テ
ハ
少
分
ノ
儀
ナ
ガ
ラ
、
其
志
ヲ
称
美
セ
ラ

レ
テ
、
吉
右
衛
門
ニ
モ
御
褒
美
ア
リ
、
其
上
右
ノ
金
子
、
彼
ハ
国
主
ヘ
ノ
志

ニ
テ
指
上
シ
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
上
ニ
ハ
又
、
公
儀
ヱ
ノ
御
勤
ス
ジ
ノ
事
ニ
ナ
サ

ル
ベ
キ
ト
テ
、
御
武
具
ノ
方
、
入
用
ニ
仰
付
ラ
レ
シ
ヨ
シ

［
注
釈
］

　

〇
二
階
堂
村
…
丹
生
郡
の
う
ち
、
は
じ
め
福
井
藩
領
、
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
松
岡

藩
領
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
よ
り
再
び
福
井
藩
領
。
村
高
は
正
保
郷
帳
に
よ
る
と

田
方
一
五
八
石
余
、
畑
方
七
石
余
（『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』）。
○
吉
右
衛
門
…
「
国

事
叢
記
」
で
も
こ
の
逸
話
は
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、同
書
で
は
吉
左
衛
門
と
な
っ
て
い
る
。

二
階
堂
村
で
代
々
庄
屋
を
務
め
た
小
泉
家
の
系
譜
と
考
え
ら
れ
る
（『
福
井
県
史 

資
料
編
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
八
）

６
』
小
泉
教
太
郎
家
文
書
解
題
）。
献
上
し
た
金
子
の
量
や
褒
美
を
授
か
る
こ
と
な
ど
、

ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、「
国
事
叢
記
」
で
は
藩
か
ら
吉
左
衛
門
に
対
し
て
今
後
、
居

村
の
持
高
に
か
か
る
諸
役
（
夫
米
、
雪
垣
代
銀
な
ど
）
の
免
許
が
申
し
渡
さ
れ
た
こ
と

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
〇
心
底
…
心
の
奥
底
、
い
つ
わ
り
や
か
ざ
り
の
な
い
ま
っ
た
く

の
本
心
。
心
か
ら
、
本
当
に
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
〇
少
分
…
小
さ
く
わ
け
る
こ
と
、

小
分
け
。
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
小
さ
い
こ
と
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
〇
称
美

…
ほ
め
た
た
え
る
こ
と
、
賛
美
す
る
こ
と
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
〇
国
主
…
宗
矩
の

こ
と
か
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

宗
矩
公
の
時
代
に
二
階
堂
村
の
吉
右
衛
門
と
い
う
者
は
、
心
が
け
て
財
を
蓄
え
、
金

子
一
〇
五
両
を
藩
に
献
上
し
た
。
献
上
し
た
の
が
一
〇
〇
両
や
一
〇
〇
〇
両
で
は
な
く
、

一
〇
五
両
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
本
当
に
吉
右
衛
門
の
財
の
限
り
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
藩
に
お
い
て
は
わ
ず
か
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
志
を
ほ
め
た
た
え
ら
れ
て
吉
右

衛
門
に
も
褒
美
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
上
で
金
子
に
つ
い
て
は
、「
こ
れ
は
国
主（
宗
矩
様
）

へ
の
奉
公
と
し
て
差
し
上
げ
た
も
の
な
の
で
、
宗
矩
様
も
ま
た
、
公
儀
へ
の
お
勤
め
に

使
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
…
」
と
吉
右
衛
門
が
言
う
の
で
、
武
具
の
入
用
に
使
う
よ
う
に

と
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 

（
中
村　

賢
）

　
　
　

中
巻
―
第
五
五
話

一
宗
矩
公
御
年
若
キ
時
、
一
、二
度
兎ウ

サ
ギ

狩
ヲ
遊
バ
サ
レ
シ
ニ
、
御
獲ヱ

物
モ
是
ア

リ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
勢セ

コ子
並ナ

ミ

ヨ
ロ
シ
カ
ラ
ズ
、
相
図
約
束
相
違
ノ
事
多
カ
リ
シ

カ
バ
、
甚
御
不
興
ニ
テ
、
半ナ

カ

バ
ニ
シ
テ
止
サ
セ
ラ
レ
シ
事
ア
リ
、
其
後
吉
江

山
ニ
テ
、
兎
カ
リ
遊
バ
サ
レ
シ
時
ハ
、
前
方
御
習ナ

ラ

シ
厚
ク
、
法
令
等
モ
厳
重

ニ
仰
付
ラ
レ
シ
カ
バ
、
行ギ

ヤ
ウ

伍ゴ

能
ト
ヽ
ノ
ヒ
、
座ザ

作ヽ
進シ

ン
タ
イ退

能
節セ

ツ

ニ
応
ズ
、
其
日

御
獲ヱ

物
ハ
少
ナ
カ
リ
シ
カ
ト
モ
、
甚
御
機
嫌
ヨ
ク
入
セ
ラ
レ
シ
ト
ゾ

［
注
釈
］

　

〇
兎
狩
…
練
武
的
性
格
を
有
し
、
ま
た
組
織
的
な
軍
事
訓
練
の
意
味
も
あ
っ
た
（
赤
田

光
男「
狩
猟
の
練
武
性
と
ウ
サ
ギ
狩
り
の
作
法
」『
ウ
サ
ギ
の
日
本
文
化
史
』世
界
思
想
社
、

一
九
九
七
）。
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
兎
狩
り
が
行
わ

れ
た
際
は
、
旗
持
や
鉄
砲
隊
、
騎
馬
隊
な
ど
計
五
〇
人
以
上
が
参
加
し
た
（
五
畿
屋
文

書
「
吉
江
兎
狩
御
行
烈
」、
上
田
五
兵
衛
家
文
書
「
吉
江
批
山
兎
御
狩
御
供
御
行
列
附
」）。

「
国
事
叢
記
」
に
は
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
二
月
二
八
日
に
兎
狩
り
の
記
録
が
あ
り
、

兎
狩
り
の
猟
期
は
冬
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
冬
季
の
兎
狩
り
に
つ
い
て
、
赤
田
前

掲
書
に
よ
れ
ば
、
狩
り
の
対
象
は
白
兎
で
あ
り
、
雪
上
の
足
跡
か
ら
捜
索
し
、
黒
く
な
っ

た
耳
の
先
端
部
分
で
雪
と
見
分
け
る
と
い
う
。
ま
た
同
書
に
て
、
若
者
の
精
神
や
身
体

を
鍛
え
る
た
め
、
明
治
期
以
降
も
学
校
生
徒
や
村
の
若
者
組
が
兎
狩
り
を
行
っ
て
い
た

熊
本
県
の
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、福
井
県
に
お
い
て
も
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）

一
月
に
福
井
警
察
署
の
巡
査
達
が
兎
狩
り
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
明
治

一
六
年
一
月
一
〇
日
福
井
新
聞
「
雑
報
」）。
○
吉
江
山
…
天
神
山
（
現
鯖
江
市
）
の
北

東
に
位
置
す
る
山
か
。
天
神
山
の
麓
に
位
置
す
る
吉
江
村
に
は
「
雁
鳧
群
集
」
す
る
吉

江
湗
（
低
湿
地
帯
）
が
あ
っ
た
（『
福
井
県
の
地
名
』）。
ま
た
吉
江
村
は
「
吉
江
筋
」
と

し
て
「
御
鷹
野
場
所
」
と
も
さ
れ
た
（『
福
井
藩
史
事
典
』）。
吉
江
山
と
い
う
地
名
は
地

形
図
や
地
名
辞
典
に
み
え
な
い
が
、
山
頂
部
の
看
板
に
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

通
称
地
名
と
し
て
残
存
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
○
行
伍
…
軍
隊
、
隊
列
（『
日
本
国
語

大
辞
典
』）。
○
座
作
進
退
…
立
ち
居
振
る
舞
い
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○
節
…
自
己

の
信
ず
る
考
え
、志
、行
動
な
ど
を
貫
き
通
し
て
変
え
な
い
こ
と
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。

［
現
代
語
訳
］

　
　

宗
矩
公
の
お
年
が
若
い
頃
、
一
、二
度
兎
狩
り
を
な
さ
っ
た
際
、
獲
物
が
い
て
も
勢
子
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若
越
郷
土
研
究　

六
十
六
巻
一
号

の
並
び
が
良
く
な
く
、
合
図
や
約
束
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
大
変
機

嫌
を
損
ね
、
狩
り
を
途
中
で
や
め
さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
　

の
ち
に
吉
江
山
で
兎
狩
り
を
な
さ
っ
た
と
き
は
、
前
も
っ
て
し
っ
か
り
狩
り
の
練
習

が
な
さ
れ
、
き
ま
り
な
ど
も
厳
重
に
命
じ
ら
れ
た
た
め
、
隊
列
は
よ
く
整
い
、
立
ち
居

振
る
舞
い
も
し
っ
か
り
宗
矩
公
の
考
え
に
応
じ
て
い
た
。
そ
の
日
の
獲
物
は
少
な
か
っ

た
が
、
宗
矩
公
は
大
変
御
機
嫌
良
く
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。

 

（
伊
藤
大
生
）

　
　
　

中
巻
―
第
五
六
話

一
宗
矩
公
、
或
時
新ア

ラ

刃ミ

ヲ
鍛
冶
下
坂
ニ
仰
付
ラ
レ
、
出
来
セ
シ
カ
バ
其
方
ノ
役

人
御
試タ

メ
シ

ノ
事
ヲ
ウ
カ
ヾ
ウ
、御
意
ナ
サ
ル
ヽ
ニ
ハ
、新
刃
ノ
事
ナ
レ
バ
刃ハ

ゴ
ヽ

ロ
ヲ
試
ベ
キ
事
ナ
リ
、
若
鹿
ナ
ド
ノ
類
ノ
死
タ
ル
ヲ
タ
メ
シ
テ
ハ
如
何
ア
ル

ベ
キ
ト
ノ
玉
ウ
、
伺
公
ノ
者
、
右
ノ
類
ノ
物
ハ
皮
厚
キ
物
ナ
レ
バ
相
成
マ
ジ

キ
カ
ノ
旨
言モ

ウ
シ

上ア
グ

ル
、
又
御
意
ナ
サ
ル
ヽ
ニ
ハ
、
左
候
ハ
ヽ
江
戸
表
ハ
万
事
広

大
ノ
儀
ナ
レ
バ
試
モ
成
安
カ
ル
ベ
シ
、彼
地
ヱ
廻
シ
候
ヤ
ウ
ニ
ト
仰
出
サ
ル
、

右
ノ
如
キ
聊
ノ
事
ニ
テ
モ
御
仁
心
ノ
厚
キ
処
ヲ
知
ル
ベ
シ

［
校
訂
］

　

①
鍛
治
→
⑤
鍛
冶

［
注
釈
］

　

〇
鍛
冶
下
坂
…
肥
後
大
掾
藤
原
下
坂
（
初
代
康
継
）
を
祖
と
す
る
刀
工
。
二
代
か
ら
三

代
へ
の
代
替
わ
り
時
に
越
前
下
坂
家
と
江
戸
下
坂
家
と
に
分
立
（
前
者
は
越
前
松
平
家

御
抱
、後
者
は
幕
府
御
抱
）。
前
者
の
宗
矩
在
任
中
の
当
主
は
四
代
康
意
（
切
米
二
〇
石
）（

五
代
市
左
衛
門
（
同
（
扶
持
な
し
）（
六
代
武
右
衛
門
（
同
（
同
）（
松
平
文
庫
九
二
六
号
「
新

番
格
以
下
」（
同
九
二
七
号
「
諸
役
人
并
町
在
御
扶
持
人
姓
名
（
十
二
）
御
国
町
方
」）。

な
お
『
越
前
人
物
志
』「
下
坂
康
継
」
の
項
に
は
、
五
代
市
左
衛
門
が
「
延
享
二
年
二
月

命
に
よ
り
権
現
堂
奉
納
の
太
刀
を
作
る
」
と
あ
る
。
○
其
方
ノ
役
人
…
御
腰
物
奉
行
か

（『
福
井
藩
史
事
典
』「
御
腰
物
奉
行
」
の
項
に
「
御
手
元
御
用
の
御
腰
物
は
御
小
姓
頭
取

よ
り
御
側
御
用
人
へ
御
品
出
し
入
れ
を
申
し
出
、
夫
よ
り
御
腰
物
奉
行
へ
指
図
の
上
、

奉
行
は
御
小
姓
頭
取
へ
指
し
出
す
」
と
あ
る
）。
○
御
試
…
試
し
斬
り
。
近
世
中
期
は
死

罪
人
や
死
体
な
ど
で
試
し
て
い
た
。
な
お
、
本
話
の
「
御
仁
心
」
は
死
罪
人
や
死
体
と

い
え
ど
も
領
民
で
試
し
斬
り
を
し
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
意
か
。
○
刃
ゴ
ヽ
ロ
…
刀
固

有
の
切
れ
味
の
特
質
か
。
○
伺
公
の
者
…
御
側
御
用
人
か
（『
福
井
藩
史
事
典
』）。

［
現
代
語
訳
］

　
　

あ
る
時
、
宗
矩
公
が
御
抱
の
刀
工
下
坂
家
に
新
刀
の
作
刀
を
仰
せ
付
け
た
。
新
刀
が

で
き
あ
が
っ
た
の
で
刀
を
扱
う
役
人
が
宗
矩
公
に
試
し
斬
り
に
つ
い
て
伺
っ
た
と
こ
ろ
、

宗
矩
公
は
「
新
刀
な
の
だ
か
ら
、
実
際
に
斬
っ
て
刃
心
を
試
し
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

若
鹿
な
ど
の
死
骸
で
試
し
斬
り
を
す
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
仰
っ
た
。
そ
れ
に

対
し
て
伺
候
の
者
が
「
若
鹿
な
ど
は
皮
が
厚
い
の
で
不
向
き
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
申
し

上
げ
る
と
、
宗
矩
公
は
考
え
を
改
め
て
「
そ
れ
な
ら
ば
、
何
事
に
も
事
欠
か
ぬ
江
戸
で

あ
れ
ば
、試
し
斬
り
に
も
困
る
ま
い
。
江
戸
へ
回
す
よ
う
手
配
せ
よ
」
と
仰
せ
出
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
試
し
斬
り
を
め
ぐ
る
些
細
な
こ
と
か
ら
も
、
宗
矩
公
の
お
も
い
や
り
の
厚

さ
が
知
れ
よ
う
。

 

（
堀
井
雅
弘
）

　
　
　

中
巻
―
第
五
七
話

一
宗
矩
公
或
時
、
加
茂
山
夕
坂
鳥
ニ
御
越
シ
ナ
サ
レ
シ
ニ
、
ス
デ
ニ
大タ

ヒ
ヨ
ウ陽

西
山



61

「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
八
）

ニ
カ
タ
ム
キ
時
尅
後ヲ

ク

レ
シ
カ
バ
、
御
駕
ヨ
リ
下ヲ

リ
サ
セ
ラ
レ
、
御
歩
行
ニ
テ

急
ガ
セ
ラ
ル
、
又
或
時
、
上
方
御
放
鷹
ノ
時
、
俄
カ
ニ
御
政
務
ス
ジ
ノ
御
用

出
来
シ
カ
バ
、
如
此
ノ
趣
ニ
テ
御
急イ

ソ
キ

ナ
サ
ル
ヽ
間
、
何
茂
急
ギ
申
ベ
シ
、
其

上
折
節
ハ
足
タ
メ
シ
ニ
早
道
ヲ
致
シ
候
モ
然
ル
ヘ
ク
、幸
ヒ
ニ
路
モ
能
候
条
、

ツ
ヅ
キ
候
ヤ
ウ
ニ
ト
仰
出
サ
レ
、
御
馬
ヲ
早
メ
サ
セ
ラ
ル
、
供
奉
ノ
者
ト
モ

逸イ
チ
ア
シ足

ヲ
出
シ
テ
従
ヒ
奉
ル

　
　
　

 

此
ノ
外
宗
矩
公
ノ
格カ

ク

言
多
シ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
予
ガ
伯
父
明
石
慶
弘
、
命

ヲ
蒙
リ
前
ニ
著
ス
処
ノ
御
咄
語
ト
云
モ
ノ
ニ
、
審
カ
ニ
記
ス
ヲ
以
テ
、

コ
ヽ
ニ
略
ス

［
注
釈
］

　

○
加
茂
山
夕
坂
鳥
…
米
の
収
穫
後
の
水
田
に
水
を
張
り
、
そ
こ
か
ら
山
へ
飛
来
す
る
鴨

や
雁
を
Ｙ
字
型
の
投
げ
網
で
絡
め
捕
る「
坂
鳥
」と
呼
ば
れ
る
狩
猟
を
行
っ
た
。「
加
茂
山
」

は
現
在
の
加
茂
河
原
辺
り
に
相
当
し
、
藩
が
指
定
し
た
坂
鳥
場
と
さ
れ
、
多
く
の
藩
士

に
利
用
さ
れ
た
。
幕
末
に
は
倹
約
令
の
一
環
と
し
て
一
時
廃
止
と
な
っ
た
が
、
後
に
復

旧
さ
れ
た
。
○
大
陽
…
太
陽
の
こ
と
。
古
く
は
「
大
陽
」
と
表
記
し
、
中
古
か
ら
見
ら

れ
る
。「
太
陽
」
の
表
記
は
幕
末
の
対
訳
辞
書
な
ど
に
見
ら
れ
、
一
般
化
す
る
の
は
幕
末

か
ら
明
治
に
か
け
て
で
あ
る
。
幕
末
の
諸
外
国
語
の
学
習
過
程
で
、
漢
籍
に
典
拠
が
あ

る
「
太
陽
」
の
方
が
選
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
か
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○
逸

足
ヲ
出
シ
…
早
足
で
駆
け
る
こ
と
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○
明
石
慶
弘
…
一
七
〇
四

〜
一
七
六
八
。
明
石
貞
弘
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
父
の
家
督
を
継
い
だ
兄
正
弘
が

江
戸
に
没
し
、
故
あ
っ
て
家
禄
を
召
し
上
げ
ら
れ
た
後
、
改
め
て
当
時
一
七
歳
の
慶
弘
に

五
人
扶
持
が
与
え
ら
れ
た
。
父
の
修
め
た
武
田
流
軍
学
を
継
ぐ
。
元
文
三
年（
一
七
三
八
）

に
は
藩
主
松
平
宗
矩
の
命
を
受
け
て
『
兵
法
雄
鑑
』
五
二
巻
に
疏
註
を
施
し
、
翌
年
そ

の
書
が
成
る
と
宗
矩
に
進
講
し
た
と
い
う
。
福
井
藩
の
軍
学
は
井
原
家
の
義
経
流
に
拠
っ

て
い
た
が
、
こ
の
後
義
経
流
と
武
田
流
を
併
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（『
越
前
人
物
志
』）。

○
御
咄
語
…
「
御
出
語
」。
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
成
立
し
た
、松
平
宗
矩
の
言
動
録
。

作
者
は
明
石
慶
弘
。
松
平
文
庫
（
福
井
県
文
書
館
寄
託
）
お
よ
び
越
国
文
庫
（
福
井
市

立
図
書
館
蔵
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
堀
井
雅
弘
「『
名
君
』
松
平
吉
邦
の
言
動
録
」『
福

井
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
一
三
号
、二
〇
一
六
年
）。
な
お
本
項
は
「
御
咄
語
」
で
あ
る
が
、

作
者
が
同
じ
明
石
慶
弘
で
あ
る
こ
と
、
春
嶽
公
記
念
文
庫
本
に
「
ゴ
シ
ュ
ツ
ゴ
」
の
ル

ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
一
の
も
の
と
判
断
し
た
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

宗
矩
公
は
あ
る
と
き
加
茂
山
夕
坂
鳥
に
お
越
し
に
な
っ
た
。
既
に
太
陽
は
西
の
山
に

傾
き
、
猟
を
す
る
に
は
時
刻
が
遅
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
駕
を
降
り
ら
れ
て
、
ご

自
分
で
歩
か
れ
て
お
急
ぎ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

ま
た
別
の
と
き
、
南
方
の
鷹
場
に
お
け
る
御
放
鷹
の
際
、
急
に
政
務
関
連
の
御
用
件

が
発
生
し
た
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
お
急
ぎ
な
さ
る
間
、「
皆
も
急
ぐ
よ
う
に
。
機
会
が

あ
れ
ば
足
試
し
と
し
て
急
ぎ
足
を
す
る
の
も
当
然
の
こ
と
だ
。
幸
い
に
道
の
状
態
も
良

い
の
で
、
私
に
続
く
よ
う
に
」
と
命
ぜ
ら
れ
て
、
御
馬
の
速
度
を
速
め
ら
れ
た
。
お
供

の
者
た
ち
も
足
を
速
め
て
従
い
申
し
上
げ
た
。

　
　

こ
の
他
に
も
宗
矩
公
の
格
言
は
多
い
が
、
私
の
伯
父
で
あ
る
明
石
慶
弘
が
公
の
命
を

受
け
て
著
し
た
「
御
咄
語
」
と
い
う
書
物
に
詳
し
く
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
略

し
て
こ
れ
以
上
記
さ
な
い
。

 

（
田
中
伸
卓
）

　
　
　

中
巻
―
第
五
八
話

一
御ゴ

所シ
ヨ

垣ガ

内ウ
チ

村
ニ
伝
左
衛
門
ト
云
農
夫
ア
リ
、
甚
孝
ナ
リ
、
此
旨
御
聞
ニ
達
シ
、

是
ニ
米
数
石
ヲ
与ア

タ

ヘ
テ
孝
ヲ
称
美
シ
玉
ウ
、
伝
左
衛
門
恩
沢
ニ
服
ス
、
年
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若
越
郷
土
研
究　

六
十
六
巻
一
号

ヘ
テ
江
戸
御
屋
鋪
焼
失
ス
ル
ニ
ヨ
リ
、
後コ

ウ
ヱ
イ営

ノ
為
ニ
御
領
国
立
山
ニ
於
テ
、

若ソ
コ
ハ
ク干

ノ
木
ヲ
伐キ

リ

出
サ
セ
ラ
ル
ヽ
事
ア
リ
、
時
ニ
伝
左
衛
門
、
乞コ

ウ

テ
木
ヲ
伐
ル

ノ
人
夫
ニ
入
ル
、
功コ

ウ
ナ
ツ成

テ
其
夫ブ

銀ギ
ン

ヲ
ア
タ
ヱ
ラ
ル
、
伝
左
衛
門
ウ
ケ
ズ
シ
テ

謂
ク
、
先
ニ
我
孝
ア
ル
ト
云
ヲ
以
テ
米
若ソ

コ
ハ
ク干

ヲ
玉
フ
、
是
ヲ
以
テ
父
母
ニ
追ツ

イ

孝コ
ウ

ス
、
御
恩
沢
片
時
モ
忘
レ
ズ
、
何
ト
ゾ
シ
テ
此
御
恩
ニ
報
セ
ン
事
ヲ
思
ヘ

ト
モ
日ヒ

ナ
シ
、
幸
ヒ
ニ
今
木
ヲ
キ
ル
ノ
夫
ニ
入
ル
ハ
、
少
シ
ク
御
厚
恩
ヲ
謝

ス
ル
ノ
微
志
ノ
ミ
、
敢
テ
夫
銀
ヲ
取
ニ
心
ナ
シ
ト
云
、
上
下
皆
大
ニ
感
ズ

［
注
釈
］

　

○
御
所
垣
内
村
…
当
時
は
坂
井
郡
内
で
、
現
福
井
市
御
所
垣
内
町
。
田
方
一
五
〇
石
、

畠
方
八
七
石
。
江
戸
時
代
初
期
に
福
井
藩
領
、正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
よ
り
吉
江
藩
領
、

延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
に
再
び
福
井
藩
領
と
な
っ
て
い
る
（『
福
井
県
の
地
名
』）。
〇

伝
左
衛
門
…
「
家
譜
」
重
富
公
二
四
の
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
一
一
月
五
日
条
に
「
南

条
郡
今
庄
村
久
兵
衛
坂
井
郡
御
所
垣
内
村
伝
左
衛
門
と
申
者
孝
心
之
趣
相
聞
候
ニ
付
米

二
表
宛
被
下
之
」
と
あ
り
、
米
二
表
を
与
え
ら
れ
て
い
る
（
越
前
世
譜
に
も
同
様
の
記

事
あ
り
）。
ま
た
「
孝
義
録
」
巻
之
二
七
に
「
孝
行
者　

同
領
坂
井
郡
御
所
垣
内
村　

百

姓
伝
右
衛
門　

四
十
九
歳　

明
和
六
年
褒
美
」（
伝
右
衛
門
は
誤
記
か
）
と
あ
り
、
こ
の

時
四
九
歳
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
○
立
山
…
江
戸
時
代
、
藩
有
林
と
し
て
、
藩
の

用
材
を
保
護
栽
植
し
た
山
林
で
、
領
民
の
入
会
権
を
奪
い
、
ま
た
は
制
限
し
た
山
（『
日

本
国
語
大
辞
典
』）。
福
井
藩
で
は
、
郡
役
所
内
に
置
か
れ
た
山
奉
行
が
立
山
の
取
締
り

を
行
っ
た
。
立
山
の
場
所
と
し
て
は
北
潟
浦
（
松
林
、
松
岡
（
松
林
、
鯖
波
村
（
雑
木
、

豊
原
村
（
松
林
、
鎌
倉
村
（
相
模
国
）
が
あ
る
（『
福
井
藩
史
事
典
』）。
ま
た
、
江
戸
の

お
屋
敷
焼
失
は
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
二
月
二
九
日
に
「
目
黒
行
人
坂
出
火
御
上

屋
敷
類
焼
、（
中
略
）
御
上
屋
敷
御
土
蔵
五
つ
焼
失
（
後
略
）」（「
続
片
聾
記
」）
の
こ
と

と
考
え
ら
れ
、
立
山
で
の
木
の
伐
り
出
し
は
（
同
年
六
月
に
「
六
月
江
戸
御
普
請
に
付

坂
井
郡
北
潟
山
に
而
、
材
木
を
剪
出
す
、
溝
口
郷
右
衛
門
管
之
」（「
続
片
聾
記
」）
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
北
潟
の
御
立
山
で
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
○
後
営
…
造
営
の
意

か
（
越
前
市
中
央
図
書
館
（
黒
田
道
珍
文
庫
二
〇
一
号
）
で
は
「
造
営
」
と
な
っ
て
い

る
）。
○
追
孝
…
死
ん
だ
父
母
や
祖
先
な
ど
の
冥
福
を
祈
り
供
養
し
て
孝
養
を
つ
く
す
こ

と
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。

［
現
代
語
訳
］

　
　

御
所
垣
内
村
に
伝
左
衛
門
と
い
う
農
夫
が
い
た
。
と
て
も
孝
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

が
藩
主
の
耳
に
入
り
、
こ
れ
に
米
数
石
を
与
え
て
、
孝
を
ほ
め
ら
れ
た
。
伝
左
衛
門
は

そ
の
ご
恩
沢
に
心
服
し
た
。

　
　

年
が
た
ち
江
戸
の
お
屋
敷
が
焼
失
す
る
こ
と
が
あ
り
、
造
営
の
た
め
に
領
国
の
立
山

で
、
い
く
ら
か
の
木
を
伐
り
出
す
こ
と
が
あ
っ
た
時
に
、
伝
左
衛
門
は
願
い
出
て
木
を

伐
る
人
夫
に
入
っ
た
。
木
の
伐
り
出
し
が
成
功
し
た
の
で
、
そ
の
夫
銀
を
あ
た
え
ら
れ

た
が
、
伝
左
衛
門
は
受
け
取
ら
ず
に
い
う
に
は
「
先
に
私
は
孝
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

米
を
い
く
ら
か
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
父
母
の
供
養
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
ご
恩
沢
を
片
時
も
忘
れ
ず
、
何
と
か
し
て
こ
の
ご
恩
を
返
そ
う
と
思
っ
て
い
た
け

れ
ど
も
そ
の
よ
う
な
時
が
な
か
っ
た
。
幸
い
、
今
木
を
伐
る
人
夫
に
入
っ
た
の
は
、
少

し
で
も
ご
厚
恩
に
感
謝
す
る
い
さ
さ
か
の
志
だ
け
で
、
あ
え
て
夫
銀
を
い
た
だ
く
つ
も

り
は
な
い
」
と
い
っ
た
。
身
分
が
上
の
人
も
下
の
人
も
み
な
大
い
に
感
心
し
た
。

 

（
九
千
房
英
之
）

　
　
　

中
巻
―
第
五
九
話

一
小
堀
伝
之
丞
ハ
至
孝
ノ
士
ナ
リ
、
若
年
ニ
シ
テ
母
ニ
別
レ
父
ニ
ツ
カ
フ
、
長

ヒ
ト
ヽ
ナ
ル

ニ
従
ヒ
テ
イ
ヨ
ヽ
ヽ
孝
ナ
リ
、
人
皆
是
ヲ
知
ル
、
君
侯
感
嘆
ノ
ア
マ
リ
ニ
伝

之
丞
ニ
賜

タ
マ
モ
ノ

ア
リ
、
同
シ
時
武
術
ニ
委ク

ワ
シ

キ
士
或
ハ
礼
ヲ
能
ス
ル
者
ヲ
褒
美
セ
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
八
）

ラ
ル
、
又
中
平
吹
村
ノ
農
民
久
蔵
、
上
細
江
村
農
女
ハ
ル
、
河
北
◆（

マ
マ
）◆

勝ス
グ

レ

テ
孝
ア
ル
ニ
ヨ
リ
米
若ソ

コ
バ
ク干

ヲ
賜
フ
、
今
吾
君
侯
之
時
ニ
当
ツ
テ
如
此
孝
子
多

キ
ハ
何
事
ソ
ヤ
、
是
教
化
ノ
賤
婦
迄
ニ
及
ブ
カ
故
ナ
ラ
ン
カ

［
注
釈
］

　

○
至
孝
…
こ
の
上
も
な
い
親
孝
行
。
○
小
堀
伝
之
丞
…
福
井
藩
士
。
小
堀
伝
右
衛
門
忠

親
（「
姓
名
録
」『
藩
士
履
歴
』）。
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
九
月
、
常
日
頃
の
孝
心
を

誉
め
ら
れ
、
金
二
〇
〇
疋
を
下
さ
れ
た
。
そ
の
際
下
河
勇
右
衛
門
ほ
か
一
一
名
が
武
芸

や
大
筒
等
の
家
芸
出
精
や
「
躾
方
功
者
」
と
し
て
と
も
に
褒
賞
さ
れ
た
（
越
葵
文
庫
「
家

譜
」
重
富
六
九
）。「
続
片
聾
記
」
に
は
短
い
記
述
が
、「
国
事
叢
記
」
に
は
「
家
譜
」
と

ほ
ぼ
同
文
の
記
述
が
あ
る
。
○
南
条
郡
中
平
吹
村
ノ
農
民
久
蔵
…
同
村
百
姓
弥
次
郎
の

遺
児
兄
弟
の
う
ち
の
弟
。
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
老
母
へ
の
孝
養
に
よ
っ
て
藩
か
ら

褒
美
米
五
俵
を
下
さ
れ
た
（「
家
譜
」
重
富
六
九
、「
越
藩
史
略
」「
名
蹟
考
」「
国
事
叢

記
」『
越
前
人
物
志
』）。
○
足
羽
郡
上
細
江
村
農
女
ハ
ル
…
佐
左
衛
門
の
遺
児
姉
妹
の
う

ち
妹
の
春
。
奉
公
に
出
な
が
ら
老
母
に
孝
養
を
尽
く
し
、
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
藩

か
ら
褒
美
米
二
俵
を
下
さ
れ
た
（「
家
譜
」
重
富
九
〇
、「
名
蹟
考
」「
続
片
聾
記
」『
越

前
人
物
志
』）。
福
井
藩
に
仕
え
た
在
京
の
儒
者
清
田
儋
叟
『
孔
雀
楼
文
集
』
巻
之
七
（
安

永
三
）
に
は
、
久
蔵
と
春
に
つ
い
て
の
漢
文
の
事
績
が
掲
載
さ
れ
、「
国
事
叢
記
」
は
、

こ
れ
を
参
照
し
て
執
筆
し
た
と
さ
れ
る
『
南
越
雑
話
』
上
巻
著
者
の
村
田
氏
純
（
氏
春
）

に
よ
る
春
の
功
績
を
掲
載
し
て
い
る
。
な
お
、
久
蔵
（
三
七
歳
）、
ハ
ル
（
三
四
歳
）
は
、

幕
府
が
の
ち
に
刊
行
し
た
『
孝
義
録
』（
一
八
〇
一
年
）
に
お
い
て
、
越
前
国
の
筆
頭
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
〇
河
北
…
川
北
領
あ
る
い
は
、
足
羽
郡
上
河
北
村
（
下
河
北
村
カ
。

○
ソ
コ
バ
ク
…
い
く
ら
か
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

小
堀
伝
之
丞
は
こ
の
上
も
な
い
親
孝
行
の
武
士
で
あ
っ
た
。
年
若
く
し
て
母
を
亡
く

し
父
に
仕
え
、
お
と
な
に
な
る
に
従
っ
て
い
よ
い
よ
孝
行
と
な
っ
た
。
人
び
と
は
皆
こ

の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
お
り
、
君
侯
は
感
嘆
の
あ
ま
り
に
伝
之
丞
に
賜
り
も
の
を
与
え

た
。
同
じ
時
に
武
術
に
精
通
し
た
武
士
、
あ
る
い
は
礼
儀
を
卓
越
し
て
行
っ
た
者
に
も

褒
美
を
与
え
た
。
同
様
に
中
平
吹
村
の
農
民
久
蔵
、
上
細
江
村
農
女
ハ
ル
、
河
北
の
な

に
が
し
も
と
り
わ
け
孝
行
で
あ
っ
た
た
め
、
米
若
干
を
賜
っ
た
。
今
、
わ
が
主
君
の
時

に
至
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
孝
行
人
が
多
く
あ
る
こ
と
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ

れ
は
教
化
が
身
分
の
賤
し
い
女
に
ま
で
及
ん
だ
ゆ
え
だ
ろ
う
か
。

 

（
柳
沢
芙
美
子
）


